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１．郡山市議会 12月定例会の市政一般質問者について 
 

 前号のふれあいネットワークでお知らせした 12月定例会について、市政一般質問の質

問者が決まりましたので、お知らせします。 

 

○12月６日（木）             ○12月７日（金） 

１ 飯塚 裕一（社会民主党）   30分  ５ 蛇石 郁子（虹とみどりの会） 20分 

２ 今村 剛司（新緑風会）    45分  ６ 箭内 好彦（無所属の会）   30分 

３ 會田 一男（新政会）     30分  ７ 森合 秀行（志翔会）     30分 

４ 小島 寛子（郡山市議会公明党）30分 ８ 佐藤 栄作（志翔会）     30分 

  

○12月 10日（月）             ○12月 11日（火） 

９ 川前 光徳（志翔会）     30分  13 八重樫小代子（社会民主党） 30分 

10 折笠 正 （新政会）     30分  14 廣田 耕一（新政会）    30分 

11 近内 利男（志翔会）     30分  15 久野 三男（志翔会）    30分 

12 岡田 哲夫（日本共産党郡山市議団）30分  16 大城 宏之（創流会）    30分 
 

 

※市政一般質問の行われる本会議の開始時間はいずれも午前 10時です。 

 

 

 

 

２．『食と農で地域を盛り上げる流通戦略』の参加者を募集します 
 

今回は、ふくしま逢瀬ワイナリーの取組みやスーパーの地場産コーナーの事例を通し

て、「農業の振興」から「地域の活性化」へつなげる「流通戦略」について解説します。 
 

 

◆講師  福島大学 准教授 則藤 孝志 氏 

          ＜専門＞フードシステム論、食と農の地域経済学 

         ◆日時  12 月 19 日（水）18 時～20 時 

         ◆会場  郡山市役所本庁舎２階 特別会議室 

         ◆その他 事前申込不要、参加料無料（どなたでも参加できます。） 

 

◆この公開授業は、郡山市と福島大学が連携して開催しているものです。 

今年度、最後の公開授業となりますので、是非ご参加ください。 

 

 

【この件に関するお問合せ先】農業政策課 TEL 924-2201 

【この件に関するお問合せ先】 議会事務局 総務議事課 TEL 924-2521 
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３．郡山地方広域消防組合からのお知らせ 
 

 先月、小野町で７名の尊い命が失われた建物火災が発生しました。この建物には住宅

用火災警報器が未設置だった可能性があります。 

平成 23 年６月から全ての家庭で住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますの

で、皆さんのご家庭においても住宅用火災警報器の設置、確認をお願いします。 

 

 

住宅火災により死亡する方の約６割は「逃げ遅れ」です。火災の発生をいち早く認識

し、逃げ遅れによる死傷者を防ぐため、住宅用火災警報器を設置しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 火災警報器のボタンを押す、またはひもを引っ張ることで機器の点検を行うことがで

きます。万が一の時に、故障や電池切れなどが無いよう、定期的に点検しましょう。 

 また、ほこりにより誤作動が生じる場合があるため、点検と一緒に清掃もしましょう。 

 

 

 住宅用火災警報器は設置から 10 年が経過すると、配線などの劣化により作動しない恐

れがありますので、10 年を目安に新しいものへ交換しましょう。 

 

 

 

【編集／発行】 郡山市 市民・NPO 活動推進課 

                    TEL924-3471 

               ※ふれあいネットワーク情報は、本市ウェブサイトおよび 

郡山市自治会連合会ウェブサイトへの掲載も行っています。 

【この件に関するお問合せ先】 

郡山地方広域消防組合消防本部（予防課予防係）    TEL 923-8172 

どこに設置すればいいの？ どこで火災警報器は買えるの？ 

寝室と寝室のある階の階段には、煙

を感知する火災警報器を設置する義

務があります。 

 なお、設置にあたり、資格は必要な

く、誰でも行うことができます。 

 ホームセンターや家電量販店等で購入

することができます。 

なお、市職員・消防署員による個人宅

への訪問販売は行っておりませんのでご

注意ください。 

 

◆ 定期的に点検しましょう！ 

◆ 交換の目安は 10年！ 

◆ 命を守るため、火災警報器の設置をお願いします！ 


